
 

 
  

 
 

 
 
 
 

  住宅ローン減税等の適用対象が改正に            

Ｑ：住宅ローン減税の特例の対象になる中

古住宅が改正になったとか。どのようになっ

たのですか？ 

                                              

Ａ：既存住宅売買瑕疵保険に加入している

中古住宅が対象に追加されました。 

【解説】 

住宅ローン減税の適用要件は、これまで、

木造住宅は築20年以内、耐火住宅は築25年以

内で、耐震基準適合証明書又は建設住宅性能

評価書の取得のいずれかを満たさなければな

らないというものでした。 

しかし、平成25年度の税制改正では、中古

住宅の流通促進を図る観点から、これに加え

て既存住宅売買瑕疵保険に加入していれば、

築年数の要件にかかわらず、この特例の適用

が受けられることとなりました。 

申告に際しては、その家屋が地震に対する

安全基準に適合するものであることを証明す

る書類(保険加入後２年以内のものに限られ

ます)を添付しなければなりません。 

なお、既存住宅売買瑕疵保険に加入してい

る中古住宅は、この特例のほか、特定居住用

財産の買換え特例や住宅取得資金に係る贈与

税の非課税措置、住宅用家屋の所有権の移転

登記等に係る特例措置、既存住宅に係る不動

産取得税の課税標準の特例措置についても、

同様に適用対象に加えられました。 
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